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【年通号数】公開・登録公報2012-055
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【国際特許分類】
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   Ａ６３Ｆ   7/02    ３２０　

【手続補正書】
【提出日】平成25年3月15日(2013.3.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々を識別可能な複数種類の識別情報を可変表示可能な複数の可変表示領域を含む可変
表示手段を備え、該可変表示手段において導出表示された表示結果があらかじめ定められ
た特定表示結果となったときに遊技者に有利な特定遊技状態とする遊技機であって、
　前記特定遊技状態とするか否かを前記可変表示手段に表示結果が導出表示される前に決
定する事前決定手段と、
　前記事前決定手段の決定結果にもとづいて、複数種類の可変表示パターンから１の可変
表示パターンを決定する可変表示パターン決定手段と、
　前記可変表示パターン決定手段により決定された可変表示パターンにもとづいて、識別
情報の可変表示を実行する可変表示制御手段とを備え、
　前記可変表示パターン決定手段は、
　可変表示パターンとして、識別情報の可変表示が開始されてから表示結果が導出表示さ
れるまでに所定の順序で全ての可変表示領域において識別情報を一旦仮停止させた場合に
、全ての可変表示領域において識別情報の可変表示を再度実行する再可変表示を所定回実
行する再可変表示パターンを決定可能であるとともに、
　前記事前決定手段によって前記特定遊技状態とすると決定されている場合には、前記事
前決定手段によって前記特定遊技状態としないと決定されている場合と比較して、再可変
表示回数が多い再可変表示パターンを高い割合で決定し、
　再可変表示パターンを用いて識別情報の可変表示が実行される場合に、全ての可変表示
領域において識別情報が仮停止された状態において、仮停止された識別情報には特殊識別
情報が含まれ、
　前記可変表示制御手段は、
　前記可変表示パターン決定手段により再可変表示パターンが決定された場合に、複数の
可変表示領域のうちの少なくとも１つの可変表示領域において特殊識別情報を仮停止させ
たときには再可変表示を少なくとも１回実行し、
　遊技に関する所定の期待度が高い場合には、前記所定の期待度が低い場合と比較して、
仮停止させる特殊識別情報の数が多くなるように各可変表示領域において識別情報を仮停
止させる
　ことを特徴とする遊技機。
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【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、各々を識別可能な複数種類の識別情報を可変表示可能な複数の可変表示領域
を含む可変表示手段を備え、該可変表示手段において導出表示された表示結果があらかじ
め定められた特定表示結果となったときに遊技者に有利な特定遊技状態とする遊技機に関
する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　遊技機として、遊技媒体である遊技球を発射装置によって遊技領域に発射し、遊技領域
に設けられている入賞口などの入賞領域に遊技球が入賞すると、所定個の賞球が遊技者に
払い出されるものがある。さらに、識別情報を可変表示（「変動」ともいう。）可能な表
示部を複数有する可変表示手段が設けられ、可変表示手段において表示結果が特定表示結
果となった場合に、所定の遊技価値を遊技者に与えるように構成されたものがある。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
（手段１）本発明による遊技機は、各々を識別可能な複数種類の識別情報（例えば、演出
図柄）を可変表示可能な複数の可変表示領域（例えば、左、中および右の変動表示領域）
を含む可変表示手段（例えば、演出表示装置９）を備え、該可変表示手段において導出表
示された表示結果があらかじめ定められた特定表示結果（例えば、大当り図柄）となった
ときに遊技者に有利な特定遊技状態（例えば、大当り遊技状態）とする遊技機であって、
特定遊技状態とするか否かを可変表示手段に表示結果が導出表示される前に決定する事前
決定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０におけるステップＳ６１を実
行する部分）と、事前決定手段の決定結果にもとづいて、複数種類の可変表示パターン（
例えば、変動パターン）から１の可変表示パターンを決定する可変表示パターン決定手段
（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０におけるステップＳ８１～Ｓ９２を実
行する部分）と、可変表示パターン決定手段により決定された可変表示パターンにもとづ
いて、識別情報の可変表示を実行する可変表示制御手段（例えば、演出制御用マイクロコ
ンピュータ１００におけるステップＳ８００４～Ｓ８００８，Ｓ８１０１～Ｓ８１２８，
Ｓ８７２を実行する部分）とを備え、可変表示パターン決定手段は、可変表示パターンと
して、識別情報の可変表示が開始されてから表示結果が導出表示されるまでに所定の順序
で（例えば、左、右および中の順に）全ての可変表示領域において識別情報を一旦仮停止
させた場合に、全ての可変表示領域において識別情報の可変表示を再度実行する再可変表
示（例えば、再変動）を所定回（例えば、１回～４回）実行する再可変表示パターン（例
えば、図６に示す非リーチＰＡ１－４、ノーマルＰＢ２－１～ノーマルＰＢ２－４、スー
パーＰＡ３－１～スーパーＰＡ３－５、特殊ＰＧ１－３）を決定可能であるとともに（例
えば、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０は、ステップＳ８１～Ｓ９２を実行して、
非リーチＰＡ１－４、ノーマルＰＢ２－１～ノーマルＰＢ２－４、スーパーＰＡ３－１～
スーパーＰＡ３－５、特殊ＰＧ１－３を決定可能である）、事前決定手段によって特定遊
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技状態とすると決定されている場合には、事前決定手段によって特定遊技状態としないと
決定されている場合と比較して、再可変表示回数が多い再可変表示パターンを高い割合で
決定し（例えば、図１１に示す当り変動パターン判定テーブルにおいて、再変動回数２回
の擬似連を含むノーマルＰＢ２－４に、再変動回数１回の擬似連を含むノーマルＰＢ２－
３と比較して多くの判定値が割り振られ、逆に、図１２に示すはずれ変動パターン判定テ
ーブルにおいて、再変動回数２回の擬似連を含むノーマルＰＢ２－２に、再変動回数１回
の擬似連を含むノーマルＰＢ２－１と比較して少ない判定値が割り振られ、再変動回数３
回の擬似連を含むスーパーＰＡ３－４に、再変動回数２回の擬似連を含むスーパーＰＡ３
－３と比較して多くの判定値が割り振られ、逆に、図１２に示すはずれ変動パターン判定
テーブルにおいて、再変動回数３回の擬似連を含むスーパーＰＡ３－２に、再変動回数２
回の擬似連を含むスーパーＰＡ３－１と比較して少ない判定値が割り振られ、再変動回数
４回の擬似連を含むスーパーＰＡ３－５は、図１１に示す当り変動パターン判定テーブル
にのみ割り振られていることによって、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０は、大当
りとなる場合には、再変動回数が多い擬似連を含む変動パターンを高い割合で決定する）
、再可変表示パターンを用いて識別情報の可変表示が実行される場合に、全ての可変表示
領域において識別情報が仮停止された状態において、仮停止された識別情報には特殊識別
情報（例えば、「山」や「海」のチャンス図柄）が含まれ、可変表示制御手段は、可変表
示パターン決定手段により再可変表示パターンが決定された場合に、複数の可変表示領域
のうちの少なくとも１つの可変表示領域において特殊識別情報を仮停止させたときには再
可変表示を少なくとも１回実行し（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、
ステップＳ８００２の擬似連設定処理において、擬似連が実行される場合には、ステップ
Ｓ１５１２，Ｓ１５１３を実行して少なくともチャンス図柄を１つ含む特殊表示結果（チ
ャンス目図柄）を決定することにより、チャンス図柄が少なくとも１つ仮停止されれば、
再変動が少なくとも１回実行される）、遊技に関する所定の期待度が高い場合（例えば、
再変動回数が多い場合、大当りとなる場合、スーパーリーチが発生する場合、確変大当り
となって大当り遊技後に確変状態に移行される場合、時短回数が多い大当りとなる場合）
には、所定の期待度が低い場合（例えば、再変動回数が少ない場合、はずれとなる場合、
スーパーリーチが発生しない場合、通常大当りとなって確変状態に移行されない場合、時
短回数が少ない大当りとなる場合）と比較して、仮停止させる特殊識別情報の数が多くな
るように各可変表示領域において識別情報を仮停止させる（例えば、演出制御用マイクロ
コンピュータ１００は、ステップＳ１５１２を実行するときに、図３８～図４０に示すよ
うに、再変動回数が多くなるに従って、青図柄態様や桜図柄態様のチャンス図柄が多くな
るように特殊表示結果（チャンス目図柄）を決定することにより、再変動回数が多くなる
に従って、ステップＳ８１１０において、チャンス図柄を多く含む特殊表示結果（チャン
ス目図柄）を仮停止表示させる）ことを特徴とする。そのような構成により、特殊識別情
報が仮停止された後も、他の可変表示領域にさらに特殊識別情報が仮停止されるか否かに
注目させることができる。従って、特殊識別情報が仮停止された後も、まだ変動中の可変
表示領域の仮停止態様に注目させることにより、遊技に対する興趣を向上させることがで
きる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
（手段２）手段１において、可変表示制御手段は、可変表示パターン決定手段により再可
変表示パターンが決定された場合に、再可変表示回数に応じた数の特殊識別情報を仮停止
させる（例えば、（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、ステップＳ１５
１２を実行するときに、図３８～図４０に示すように、再変動回数を認識可能な組み合わ
せで青図柄態様や桜図柄態様のチャンス図柄を含む特殊表示結果（チャンス目図柄）を決
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定することにより、ステップＳ８１１０において、再変動回数を認識可能にチャンス図柄
を仮停止させる）ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、仮停止された
特殊識別情報の数に応じて再可変表示回数を認識できるので、遊技に対する興趣を向上さ
せることができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
（手段６）本発明による遊技機の他の態様は、各々を識別可能な複数種類の識別情報（例
えば、演出図柄）を可変表示可能な可変表示手段（例えば、演出表示装置９）を備え、該
可変表示手段において導出表示された表示結果があらかじめ定められた特定表示結果（例
えば、大当り図柄）となったときに遊技者に有利な特定遊技状態（例えば、大当り遊技状
態）とする遊技機であって、特定遊技状態とするか否かを可変表示手段に表示結果が導出
表示される前に決定する事前決定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０
におけるステップＳ６１を実行する部分）と、事前決定手段の決定結果にもとづいて、複
数種類の可変表示パターン（例えば、変動パターン）から１の可変表示パターンを決定す
る可変表示パターン決定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０における
ステップＳ８１～Ｓ９２を実行する部分）と、可変表示パターン決定手段により決定され
た可変表示パターンにもとづいて、識別情報の可変表示を実行する可変表示制御手段（例
えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ８００４～Ｓ８００８
，Ｓ８１０１～Ｓ８１２８，Ｓ８７２を実行する部分）とを備え、可変表示パターン決定
手段は、可変表示パターンとして、識別情報の可変表示が開始されてから表示結果が導出
表示されるまでに一旦特殊表示結果（例えば、チャンス目図柄）を仮停止表示させた後に
識別情報の可変表示を再度実行する再可変表示（例えば、再変動）を所定回（例えば、１
回～４回）実行する再可変表示パターン（例えば、図６に示す非リーチＰＡ１－４、ノー
マルＰＢ２－１～ノーマルＰＢ２－４、スーパーＰＡ３－１～スーパーＰＡ３－５、特殊
ＰＧ１－３）を決定可能であるとともに（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ５６
０は、ステップＳ８１～Ｓ９２を実行して、非リーチＰＡ１－４、ノーマルＰＢ２－１～
ノーマルＰＢ２－４、スーパーＰＡ３－１～スーパーＰＡ３－５、特殊ＰＧ１－３を決定
可能である）、事前決定手段によって特定遊技状態とすると決定されている場合には、事
前決定手段によって特定遊技状態としないと決定されている場合と比較して、再可変表示
回数が多い再可変表示パターンを高い割合で決定し（例えば、図１１に示す当り変動パタ
ーン判定テーブルにおいて、再変動回数２回の擬似連を含むノーマルＰＢ２－４に、再変
動回数１回の擬似連を含むノーマルＰＢ２－３と比較して多くの判定値が割り振られ、逆
に、図１２に示すはずれ変動パターン判定テーブルにおいて、再変動回数２回の擬似連を
含むノーマルＰＢ２－２に、再変動回数１回の擬似連を含むノーマルＰＢ２－１と比較し
て少ない判定値が割り振られ、再変動回数３回の擬似連を含むスーパーＰＡ３－４に、再
変動回数２回の擬似連を含むスーパーＰＡ３－３と比較して多くの判定値が割り振られ、
逆に、図１２に示すはずれ変動パターン判定テーブルにおいて、再変動回数３回の擬似連
を含むスーパーＰＡ３－２に、再変動回数２回の擬似連を含むスーパーＰＡ３－１と比較
して少ない判定値が割り振られ、再変動回数４回の擬似連を含むスーパーＰＡ３－５は、
図１１に示す当り変動パターン判定テーブルにのみ割り振られていることによって、遊技
制御用マイクロコンピュータ５６０は、大当りとなる場合には、再変動回数が多い擬似連
を含む変動パターンを高い割合で決定する）、可変表示制御手段は、可変表示パターン決
定手段により再可変表示パターン以外の可変表示パターンが決定された場合には、第１の
演出態様（例えば、遊技状態に応じて背景色を赤色、緑色または青色とした背景画面を表
示）による識別情報の可変表示を実行し（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ５６
０は、ステップＳ６６７，Ｓ６７０，Ｓ６７４を実行して遊技状態に応じた背景画面を表
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示した後、背景画面の切り替えを行うことなく、最後まで演出図柄の変動表示を実行する
）、可変表示パターン決定手段により再可変表示パターンが決定された場合には、第１の
演出態様による識別情報の可変表示を開始し、特殊表示結果が仮停止表示した後に第１の
演出態様とは異なる第２の演出態様（例えば、山や海の風景の背景画面に切り替え表示）
に変更して識別情報の可変表示を実行する（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ５
６０は、ステップＳ６６７，Ｓ６７０，Ｓ６７４を実行して遊技状態に応じた背景画面を
表示した後、ステップＳ８１１５を実行して演出図柄の変動表示の途中で山や海の風景の
背景画面に変更する）ことを特徴とする。そのような構成により、再可変表示を実行可能
に構成した遊技機において、可変表示が開始された後も再可変表示が発生することに対す
る期待感を維持して、遊技に対する興趣を向上させることができる。


	header
	written-amendment

